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政策調整会議の概要 

開催日 平成22年4月7日（水） 

 

◎項  目 

１ 平成22年度各部局等における東京事務所へのミッションテーマの設定について【総務部】 

２ 平成22～24年度遊休財産処分計画について【総務部】 

３ 各部局等の主要な取り組みについて【各部局等】 

 

◎内  容 

（副知事） 

知事から先般話があった項目についてはよくかみしめていただき、具体的に実行していくのは自分達だ

という責任感をもって対応してもらいたい。特に知事からは、戦略的な広報に努めるということをこの会

議でも周知するよう言われている。要は、この時期に何を県民に説明して理解を得て、協働していくのか

という視点に立ち、いつこういう広報をし、次の時点ではこういう広報をしてより深めていく、次の時点

でどういうメディアを使ってどういう風に広報していくかなど、物事を戦略的に考えていただきたい。そ

れ以外は先般、知事がお話しした内容や予算執行方針の副知事通知に基づき責任ある対応に努めてもらい

たい。 

 

１ 平成22年度各部局等における東京事務所へのミッションテーマの設定について 

【総務部】 

  総務部から、平成22年度の各部局等における東京事務所へのミッションテーマの設定を依頼後、質疑

応答を行った。 

【概要説明】 

 ・平成21年度は政権交代に伴い、いろいろシステムは変わったが、国に対する情報収集、要望・提言力

には一定成果があったと認識している。 

・平成22年度は、東京事務所の中で状況に応じてスピーディな対応を行う方針。 

 ・具体的な活動については、各部局から東京事務所へのミッションを事前に設定し、テーマごとに東京

事務所と本庁の連携を図っていきたい。昨年度のミッション一覧表をつけているので参考にして欲しい。 

 ・各副部長が東京事務所参事となっているので、責任を持って対応をお願いしたい。 

・本日各部局にテーマ設定の依頼を行い、4月中旬までに取りまとめを行う予定。 

 

２ 平成22～24年度遊休財産処分計画について【総務部】 

  総務部から、平成22～24年度遊休財産処分計画について説明後、質疑応答を行った。 

【概要説明】 

 ・組織の統廃合により遊休財産が発生しているため、新たに平成22～24年度までの処分計画を策定し、

取り組んでいく。 

 ・今までの実績として、平成16～18年は35件61億余り、平成19～21年は41件6億8千万余りを売却

した。 

・今後は、平成22～24年の3ヵ年計画で33件8億6千万余りの処分計画を立てている。 
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・今後の対応としてはホームページ等を用いて広報し、着実に処分計画を進めていきたい。 

・平成21年度の包括外部監査で、不動産等県有財産の管理や歳入確保のあり方について厳しい指摘を受

けている。外部監査を受けた各部局においてはすでにそれぞれ取り組みを進めていると思うが、さらに

必要な取り組みを進めていただきたい。 

・管財課では昨年8月に県有財産の利用状況調査を行い、関係各課とヒアリングを実施し、処分の可能

性があるものについて集約した。今後新たなものについては各所属で鑑定評価等を行い、売り払いの準

備をしていただき、条件が整ったものから順次計画に追加していく。 

・包括外部監査で改善意見をいただいているので、県有財産利用状況調査の中で財産管理の項目を追加

し、調査結果を区分分けした上で、関係各課と相談していきたい。整理したものについては情報を共有

し、個別の問題については個別協議をしていきたいのでよろしくお願いしたい。 

【質疑応答】 

 ・今年度新たに追加するものを調査する作業は終わっているのか。（林業振興・環境部） 

→財産の状況によって処分の条件が整えば順次追加をしていきたい。 

・管理面の調査もするのか。（総務部） 

→毎年の「県有財産利用状況調査」の中の項目として「管理上の問題点」という項目を追加して全般的

な概要調査をしていきたい。 

・外部監査では、遊休財産の所在もわからない所管課もあった。管理をしていない、ずさんだという厳

しい指摘を受けている。(副知事) 

・包括外部監査報告書は各部にわたっていないのか。（総務部） 

・そこを徹底していないと危機感が伝わらない。（副知事） 

→各所属にはわたっていると思う。外部監査を受けたのは各所管課なので、すでに取り組みを進めてい

るところもあると思うが、今後とも改善に取り組んでいただきたい。 

 

３ 各部局等の主要な取り組みについて【各部局等】 

  平成 22年 4月の各部局の主要な取り組みについて、各部局から説明を行った。 


